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(57)【要約】
【課題】瞳孔径が小さい場合に眼底画像中心が暗くなら
ない良好な画像を得る。
【解決手段】照明された被検眼の前眼像を撮る前眼撮像
手段を含む光学ヘッドを有する眼科装置において、前眼
像の瞳孔領域を検出する検出手段と、検出された瞳孔領
域のサイズ情報に基づいて、被検眼に対する光学ヘッド
のアライメント目標位置のずらし量を算出する算出手段
と、を配する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明された被検眼の前眼像を撮る前眼撮像手段を含む光学ヘッドと、
　前記前眼像の瞳孔領域を検出する検出手段と、
　前記検出された瞳孔領域のサイズ情報に基づいて、前記被検眼に対する前記光学ヘッド
のアライメント目標位置のずらし量を算出する算出手段と、
を有することを特徴とする眼科装置。
【請求項２】
　前記検出された瞳孔領域のサイズ情報に基づいて、前記被検眼が小瞳孔であるか否かを
判定する判定手段を更に有し、
　前記算出手段は、前記被検眼が小瞳孔であると判定された場合に前記ずらし量の算出を
開始することを特徴とする請求項１に記載の眼科装置。
【請求項３】
　前記被検眼の眼底を照明する照明光学系を有し、
　前記算出手段は、前記サイズ情報に基づいて前記被検眼の虹彩によって前記照明光学系
の照明光を遮る量を求め、前記求められた遮る量に基づいて前記ずらし量を算出すること
を特徴とする請求項１に記載の眼科装置。
【請求項４】
　前記光学ヘッドは前記照明された被検眼の眼底像を撮る撮像手段を有することを特徴と
する請求項１乃至３の何れか一項に記載の眼科装置。
【請求項５】
　照明された被検眼の眼底像を撮る撮像手段を含む光学ヘッドと、
　前記眼底像の中央領域を検出する検出手段と、
　前記検出された中央領域の強度情報に基づいて、前記被検眼に対する前記光学ヘッドの
アライメント目標位置のずらし量を算出する算出手段と、
を有することを特徴とする眼科装置。
【請求項６】
　前記眼底像におけるフレア領域の大きさに基づいて、前記被検眼が小瞳孔であるか否か
を判定する判定手段を更に有し、
　前記算出手段は、前記被検眼が小瞳孔であると判定された場合に前記ずらし量の算出を
開始することを特徴とする請求項５に記載の眼科装置。
【請求項７】
　前記算出手段は、前記強度情報に基づいて前記眼底像における暗部を検出し、前記検出
された暗部の大きさに基づいてずらす量を算出することを特徴とする請求項５又は６に記
載の眼科装置。
【請求項８】
　複数の方向に対して前記ずらし量によってアライメント目標位置をずらした各々の状態
において前記撮像手段により得られた複数枚の眼底像から１枚の眼底の画像を生成する画
像生成手段を有することを特徴とする請求項４乃至７の何れか一項に記載の眼科装置。
【請求項９】
　小瞳孔モードを指示する指示手段を更に有し、
　前記算出手段は、前記指示手段による指示に応じて前記ずらし量の算出を開始すること
を特徴とする請求項１乃至８の何れか一項に記載の眼科装置。
【請求項１０】
　前記被検眼の固視の位置に応じて前記アライメント目標位置をずらす際のずらし方向を
決定する方向決定手段と、
　前記ずらし方向及びずらし量を加えて前記アライメント目標位置を変更するアライメン
ト目標位置変更手段と、を有することを特徴とする請求項１乃至９の何れか一項に記載の
眼科装置。
【請求項１１】
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　前記被検眼を前記位置に固視させる固視標を有し、
　前記方向決定手段は該固視標の位置が前記光学ヘッドの光軸より左右方向に異なる場合
には前記ずらし方向は左又は右に、前記固視標の位置が前記光軸より上下方向に異なる場
合には前記ずらし方向を上又は下に決定することを特徴とする請求項１０に記載の眼科装
置。
【請求項１２】
　前記被検眼の水晶体の後面に像を投影して前記光学ヘッドにおける光軸の周辺に第一の
遮光領域を有するリング状開口をもつ第一の遮光絞りと、前記第一の遮光領域よりも遮光
領域が小さい第二の遮光領域を有する第二の遮光絞りとを有するシステムを制御する制御
手段を有し、
　前記制御手段はアライメント目標変更手段による前記アライメント目標位置の変更があ
った場合に、前記第一の遮光絞りを該第二の遮光絞りに変更して、再び前記アライメント
目標変更手段によるずらし量を算出する制御を行うことを特徴とする請求項１０又は１１
に記載の眼科装置。
【請求項１３】
　照明された被検眼の前眼像を撮る前眼撮像手段を含む光学ヘッドを有する眼科装置の制
御方法であって、
　前記前眼像の瞳孔領域を検出する検出工程と、
　前記検出された瞳孔領域のサイズ情報に基づいて、前記被検眼に対する前記光学ヘッド
のアライメント目標位置のずらし量を算出する算出工程と、
を有することを特徴とする眼科装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記検出された瞳孔領域のサイズ情報に基づいて、前記被検眼が小瞳孔であるか否かを
判定する判定工程を更に有し、
　前記判定工程において前記被検眼が小瞳孔であると判定された場合に前記ずらし量の算
出する前記算出工程を開始することを特徴とする請求項１３に記載の眼科装置の制御方法
。
【請求項１５】
　前記光学ヘッドは前記照明された被検眼の眼底像を撮る撮像手段を有することを特徴と
する請求項１３又は１４に記載の眼科装置の制御方法。
【請求項１６】
　照明された被検眼の眼底像を撮る撮像手段を含む光学ヘッドを有する眼科装置の制御方
法であって、
　前記眼底像の中央領域を検出する検出工程と、
　前記検出された中央領域の強度情報に基づいて、前記被検眼に対する前記光学ヘッドの
アライメント目標位置のずらし量を算出する算出工程と、
を有することを特徴とする眼科装置の制御方法。
【請求項１７】
　前記眼底像におけるフレア領域の大きさに基づいて、前記被検眼が小瞳孔であるか否か
を判定する判定工程を更に有し、
　前記判定工程において前記被検眼が小瞳孔であると判定された場合に、前記ずらし量の
算出する前記算出工程を開始することを特徴とする請求項１６に記載の眼科装置の制御方
法。
【請求項１８】
　複数の方向に対して前記ずらし量によってアライメント目標位置をずらした各々の状態
で前記撮像手段により得られた複数枚の眼底像から１枚の眼底の画像を生成する画像生成
工程を有することを特徴とする請求項１５乃至１７の何れか一項に記載の眼科装置の制御
方法。
【請求項１９】
　請求項１３乃至１８の何れか一項に記載の眼科装置の制御方法の各工程をコンピュータ
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に実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に眼科診療等に用いられる眼底カメラに例示される眼科装置及びその制御
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の眼底カメラの照明光学系では、被検眼の前眼部付近において、撮影光束と照明光
束とを分離している。このため、被検眼の瞳孔付近、或いはその前後の例えば水晶体の後
面付近に結像する光軸を含む周辺に、遮光領域を有しリング状の開口である遮光絞りを設
けている。これにより、被検者の瞳孔径が遮光領域よりも大きい場合には、適正な明るさ
の画像が得られる。しかし、瞳孔径が遮光領域よりも小さい被検者の場合は、照明光束が
虹彩により制限されることから、眼底画像の中心付近が暗くなってしまう。
【０００３】
　この問題に対処するために、異なる大きさの遮光絞りを設け、瞳孔径の小さい被検眼を
撮影する際には、遮光領域が大きく照明光が通過する開口の小さい遮光絞り（以下小さい
小絞りと称する。）に交換して撮影する構成が特許文献１において提案されている。この
ような構成では、開口の大きい遮光絞り（以下大きい遮光絞りと称する。）を小さい遮光
絞りに交換するには検者が切替えスイッチによって切り替えることが一般的である。
【０００４】
　当該装置では、眼底カメラでオートフォーカスをするにあたってスプリット指標が虹彩
によって遮られて検出できなかったと装置が判定すると、小さい遮光絞りに切り替えてい
る。また、この小さい遮光絞りを用いたためにスプリット指標となる輝線が検出できない
場合、位置合せマークの表示位置を中央部からずらした位置に変更してアライメントを行
っている。このアライメントの光軸をずらす構成としては、前眼部の混濁の影響を避ける
ために、前眼部の徹照画像を用いたものが例えば特許文献２に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１９４３４５号公報
【特許文献２】特開２００５－３１２５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述した従来から公知の構成では、通常の大きさの遮光絞りと瞳孔の小さい被検眼を撮
影するために小さい遮光絞り、及びこれらを切り替える駆動機構を備える必要がある。こ
のため、装置を製造する際のコストが上がってしまう。また、小さな遮光絞りに切換えた
場合であっても、被検眼瞳孔がそれよりも小さい場合には依然として中心付近が暗い眼底
画像しか得られない。特許文献１においては、このような画像上の問題については言及さ
れていない。
　また、アライメント目標位置を変更する際の変更量が、画像上の問題を考慮せずに一律
に定められている。従って、アライメントを調整したとしても、暗い領域を適切に減少さ
せることは容易ではない。更に、光軸をずらすことに関する特許文献２に開示される構成
においても、実際の画像から光軸の位置が混濁領域内であるか否かを判断して当該領域を
避けて光軸位置を定めており、ずらす量が画像を見る検者により一定しない可能性が有っ
た。
【０００７】
　本発明はこのような状況に鑑みて為されたものであって、瞳孔の小さな被検眼の眼底の
検査に際し、小瞳孔絞りである小さい遮光絞りを用いることなく、被検眼眼底画像におい
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て中心周囲が暗くなることを抑制しつつ好適なアライメントのずらし量を取得可能な眼科
装置及びその制御方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、つぎのように構成した眼科装置を提供するものである。
　即ち、本発明の眼科装置は、
　照明された被検眼の前眼像を撮る前眼撮像手段を含む光学ヘッドと、
　前記前眼像の瞳孔領域を検出する検出手段と、
　前記検出された瞳孔領域のサイズ情報に基づいて、前記被検眼に対する前記光学ヘッド
のアライメント目標位置のずらし量を算出する算出手段と、
　を有することを特徴とすると、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、瞳孔の小さな被検眼の眼底の検査に際し、小瞳孔絞りである小さい遮
光絞りを用いることなく、被検眼眼底画像において中心周囲が暗くなることを抑制しつつ
好適なアライメントのずらし量を取得することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例１に係る眼科装置の概略構成について示す模式図である。
【図２】図１に示す眼科装置における前眼観察光学系で撮像された前眼画像を例示した図
である。
【図３】図１に示す眼科装置における前眼観察光学系で撮像されたＸＹＺ方向にずれた前
眼画像を例示した図である。
【図４】図１に示す眼科装置における前眼観察光学系で撮像されたＺ方向の遠い方向にず
れた前眼画像を例示した図である。
【図５】図１に示す眼科装置における前眼観察光学系で撮像されたＺ方向の近い方向にず
れた前眼画像を例示した図である。
【図６】照明光と瞳孔径との関係について、瞳孔Ｅｐが大きく照明光束を遮らない場合を
示した模式図である。
【図７】照明光と瞳孔径との関係について、瞳孔Ｅｐが小さく照明光束を遮る場合を示し
た模式図である。
【図８】瞳孔Ｅｐが小さい場合に撮影された眼底画像を例示した図である。
【図９】図７に例示した被検眼を照明する場合において、アライメント目標位置をずらし
た時の照明光束を示した模式図である。
【図１０】アライメント目標位置をずらして撮影された眼底画像を例示した図である。
【図１１】図１０に示した場合に対して、アライメント目標位置に関してアライメントを
反対方向にずらして撮影された眼底画像を例示した図である。
【図１２】図１０及び１１に例示した２枚の画像を合成して作成された眼底画像を示した
図である。
【図１３】本発明の実施例１に係る眼科装置において、眼底撮影時に実行される処理につ
いてのフローチャートを示した図である。
【図１４】本発明の実施例２に係る眼科装置において、眼底撮影時に実行される処理につ
いてのフローチャートを示した図である。
【図１５】前眼部上での絞りの大きさの例を示した表である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。なお、以下の実施例は特許
請求の範囲に関わる本発明を限定するものではなく、また、本実施例で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【実施例１】
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【００１２】
　本発明の実施例１に関し、本発明を適用した眼科装置の一例である眼底カメラについて
、その構成を模式的に示す図１を用いて説明する。
【００１３】
　図１は本特許の特徴を現した眼底カメラの光学ヘッド部Ｈの構成を示す模式図である。
【００１４】
　該眼底カメラは、眼底を観察する照明光を発する眼底照明光源、及び眼底を撮影する照
明光を発する撮影用光源を有する。本実施例において、観察用照明光源は近赤外光ＬＥＤ
１０が複数個配列されて取付けられたものより構成され、撮影用照明光源は白色を発光す
る可視光ＬＥＤ３１が複数個配列されて取り付けられたものより構成されている。これら
光源から発せられた照明光は、後で詳述する穴あきミラー２により反射され、被検眼Ｅと
対向して配置される対物レンズ１を介して被検眼Ｅに導かれる。
【００１５】
　穴あきミラー２から可視光ＬＥＤ３１に至る光路上には、角膜絞り１４、リレーレンズ
１２、黒点板１３、リレーレンズ１１、分岐ミラー６、水晶体絞り７、及び瞳絞り１５が
配置される。角膜絞り１４は、照明光束による被検眼角膜からの有害光（反射光）が撮影
絞り３に入らないように、照明光束と撮影光束とを分離するためのリング状の開口部をも
つ。黒点版１３はリレーレンズ１１及び１２の間に配置され、表面反射に関して撮影絞り
と共役な位置に黒点と呼ばれる小さな遮蔽物１３ａが配されたガラス板より構成される。
【００１６】
　リレーレンズ１１の後方に配置される分岐ミラー６は、近赤外光ＬＥＤ１０への光路と
可視光ＬＥＤ３１への光路とに穴あきミラー２からの光路を分岐する。分岐ミラー６は可
視光を反射し、近赤外光を透過するような特性をもつミラーであって光路中に固定されて
いる。或いは、一般的な全反射特性をもって観察時には光路から退避しており、撮影時に
光路内に挿入される、跳ね上げミラーより構成しても良い。
【００１７】
　前述したように、照明光束と撮影光束とは、照明光束による被検眼水晶体からの有害光
（反射光）が撮影絞り３に入らないように分離することを要する。このため、分岐ミラー
６と近赤外光ＬＥＤ１０との間には、リング状の開口部を有する水晶体絞り８及びリング
状の開口部を有する瞳絞り９が配置される。該瞳絞り９は、被検眼瞳の位置と略共役の位
置に配置される。
【００１８】
　同様に、分岐ミラー６と可視光ＬＥＤ３１との間にも同様な機能をもつ水晶体絞り７及
び瞳絞り１５が配置されている。なお、本実施例において可視光ＬＥＤ３１は瞳絞り１５
の開口部と同径の円形に複数個のＬＥＤが並べられ、構成されている。
【００１９】
　以上に述べた対物レンズ１から穴あきミラー２を介して観察用照明光源である近赤外光
ＬＥＤ１０及び可視光ＬＥＤ３１に至る光路上に配置された光学部材からなる光学系によ
り、本実施例における照明光学系を構成している。該照明光学系は、被検眼の眼底を照明
する。
【００２０】
　本眼底カメラにおいては、穴あきミラー２の後方には、撮影絞り３、フォーカスレンズ
２０、結像レンズ２１、跳ね上げミラー２２、及び撮像手段２３がこの順にて配置されて
いる。跳ね上げミラー２２は、撮影時にはミラーが跳ね上がり光路から退避する。撮像手
段２３は、撮影時に被検眼眼底像を撮像する可視域に感度を有する。これら対物レンズ１
から撮像手段２３に至る光路上に配置された光学部材からなる光学系により、本発明にお
ける撮影光学系即ち眼底観察撮影光学系を構成している。
【００２１】
　また、該眼底カメラは、跳ね上げミラー２２を光路に侵入させた際の反射方向において
、内部固視標２４を有する。該内部固視標２４は被検眼の固視を誘導するために用いられ
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、眼底と略共役となる位置に配置されている。
【００２２】
　更に、該眼底カメラは、対物レンズ１と穴あきミラー２との間に配置されるダイクロイ
ックミラー２５及び、被検眼Ｅの前眼部等を照明する照明光源２８を有する。照明光源２
８は、被検眼Ｅを照明するために対物レンズ１の回りに複数個配置され、前述した近赤外
光ＬＥＤ１０と波長の異なる赤外波長を有する赤外光を発する。ダイクロイックミラー２
５は、これら複数の照明光源２８によって照明された被検眼Ｅの反射光を反射し、その他
の波長を透過する特性を有している。
【００２３】
　ダイクロイックミラー２５の反射方向の光軸上には、平板４６、結像レンズ２６、及び
撮像手段２７がこの順で配置され、前眼観察光学系を構成している。撮像手段２７は、照
明された被検眼の前眼像を撮る前眼撮像手段を構成する。平板４６は中心部にイメージス
プリットプリズムを有し、対物レンズ１によって被検眼Ｅの前眼部と共役となる位置に配
置される。なお、本実施例では、イメージスプリットプリズムとして、フレネルプリズム
を用いている。撮像手段２７に撮像される前眼部の画像は図２のように不図示の表示手段
たるモニタに表示される。即ち、前眼観察光学系は、被検眼の前眼像を得るために用いら
れる。
【００２４】
　なお、該眼底カメラは、更に、後述するアライメント駆動手段２９、アライメント状態
検出手段４４、制御手段４５、アライメント目標変更手段４７、及び画像生成手段４８を
有する。アライメント状態検出手段４４は、アライメント検出手段として、撮像手段２６
からの出力をうけ、被検眼Ｅと光学ヘッドＨとのアライメント状態を検出してこれを制御
手段４５に出力する。撮像手段２３の出力は制御手段４５を介して画像生成手段４８に伝
達され、該画像生成手段４８により生成された各画像は制御手段４５による不図示のモニ
タに表示される。内部固視標２４は、例えば平板面上の任意の位置に固視灯を点灯可能で
あって、制御手段４５によりその点灯位置が制御されて被検眼Ｅの適当な固視を促す。な
お、アライメント駆動手段２９は、本実施例において被検眼Ｅと光学ヘッドＨとのアライ
メントを行うアライメント手段を構成する。
【００２５】
　次に、前眼部画像を用いた光学ヘッド部Ｈと被検眼Ｅとのアライメントについて詳述す
る。被検眼Ｅに対する光学ヘッド部Ｈのアライメント位置がＸＹＺ方向（Ｘ：被検眼Ｅに
対して左右方向であって、図の紙面に垂直な方向。Ｙ：被検眼Ｅに対して上下方向であっ
て、図の紙面に平行な方向。Ｚ：被検眼に対し遠近方向であって、図の紙面に平行な方向
）ともに適正位置でない場合には図３に示した前眼画像になる。この段階では前眼画像は
上下でスプリットしておらず、瞳孔Ｅｐの中心が画像中心からずれて表示されている。前
眼部がスプリットしていないのはイメージスプリット部から外れているためである。
【００２６】
　本実施例では、光学ヘッド部Ｈのアライメント位置がＸＹ方向には適正位置にあり且つ
Ｚ方向に遠い場合には、図４に示すように、前眼画像は上下でスプリットした上で更に上
部が右側に、下部が左側にずれて表示される。また、光学ヘッド部Ｈのアライメント位置
がＸＹ方向には適正位置にあり且つＺ方向に近い場合には図５に示すように、上部が左側
に、下部が右側にずれて表示される。
【００２７】
　前述したように、撮像手段２７で撮像された前眼画像に示す信号はアライメント状態検
出手段４４へ出力される。アライメント状態検出手段４４では前述した図２～５に示すよ
うな画像から現在の光学ヘッド部Ｈのアライメント状態がＸＹＺ方向においてどの位ずれ
ているのかを検出する。その検出結果と撮像手段２７で撮像された画像とは、更に制御手
段４５へ出力される。
【００２８】
　光学ヘッド部Ｈは、図示しないステージに搭載されている。制御手段４５は、アライメ
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ント状態検出手段４４の検出結果から、光学ヘッド部ＨをＸＹＺ方向へそれぞれ移動させ
る量を算出する。アライメント駆動手段２９は、ステージを駆動することによって被検眼
Ｅに対して光学ヘッド部Ｈを光軸（Ｚ）方向、及び偏心（ＸＹ）方向に移動し、光学ヘッ
ド部Ｈのアライメントを行う。また、撮像手段２７で撮像された前眼画像は、アライメン
ト目標変更手段４７へ出力される。
【００２９】
　次に、被検眼Ｅの各位置において結像される絞りの各々について、図６に基づいて説明
する。
【００３０】
　被検眼Ｅと対物レンズ１との距離が適正に調整された場合には、角膜絞り１４は被検眼
Ｅの角膜頂点付近に、水晶体絞り７及び８は水晶体後面付近に、瞳絞り９及び１５は瞳孔
Ｅｐ付近に結像されている。これらの絞りを配置する目的は、撮影光束の通過領域内に照
明光による水晶体或いは角膜での散乱及び反射を発生させないことである。例えば撮影光
束の通過領域内で散乱光が発生すると、この散乱光は眼底像と同様の経路を経て撮像手段
２３に達する。これら散乱光は撮像手段２３に対し、眼底像上にて白い雲のようなフレア
として写り込み、眼底像のコントラストを低下させたり、眼底像を覆い隠したりする。
【００３１】
　図６に示した状態では、瞳孔Ｅｐが十分開いている場合であるので瞳孔Ｅｐが照明光束
を遮ることがなく、眼底中心付近も照明されている。なお、本実施例における前述した各
絞りにおける前眼上での画像について、各々の像である水晶体絞り像７’及び８’、瞳絞
り像９’及び１５’、及び角膜絞り像１４’の大きさを図１５である表に示す。
【００３２】
　次に、本実施例１に係るオートアライメント機能を有した眼底カメラにおいて、眼底を
撮像する際の動作を図１３に示すフローチャートに従って説明する。
【００３３】
　まず、検者が不図示の撮影開始スイッチを押す（Ｓ１）。
　Ｓ２で、撮影開始スイッチからの信号を受けた制御手段４５は、被検眼Ｅと光学ヘッド
部Ｈとの位置合せを開始する。アライメント目標位置は初期（偏心がない）位置となって
いる。撮像手段２７によって図３に例示する画像が取得されると、アライメント状態検出
手段４４は、例えば画像を二値化して瞳孔を検出し、その重心位置から光学ヘッド部Ｈの
被検眼Ｅに対するＸＹ方向の偏心量を算出する。制御手段４５はこの算出結果を受け、偏
心量をキャンセルするようにアライメント駆動手段２９によって光学ヘッド部ＨをＸＹ方
向に動かす。
【００３４】
　ＸＹ方向の位置合せが終了して前眼部の表示が図４に例示する状態になると、フローは
Ｓ３に移行する。ここで、アライメント状態検出手段４４は前眼像のスプリット像が示す
ずれの方向から光学ヘッド部Ｈが被検眼Ｅに対してＺ方向において遠近何れにずれており
、且つ該像のずれ量からどの程度のずれであるかを算出する。算出結果は、制御手段４５
に出力される。制御手段４５は、そのずれ量をキャンセルするようにアライメント駆動手
段２９により光学ヘッド部ＨをＺ方向に動かしアライメント動作を完了させる。
【００３５】
　Ｚ方向のアライメント動作が完了すると、フローはＳ４に移行する。Ｓ４ではアライメ
ント目標位置が変更されているかの判定を制御手段４５が行う。
【００３６】
　この場合、変更されていないので、フローはＳ５へ移行する。Ｓ５では、制御手段４５
は、アライメント状態検出手段４４から出力された前眼画像をアライメント目標変更手段
４７へ出力する。アライメント目標変更手段４７は、入力された前眼画像から被検眼瞳孔
径を計測する。より詳細には、瞳孔部分の直径相当の画素数を計測し、画素サイズ、及び
前眼部の結像倍率から瞳孔径を算出する。ここでは、計測結果として、瞳孔径がΦ５だっ
たと仮定する。
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【００３７】
　Ｓ６では、Ｓ５で算出された瞳孔径Φ５と、図１５のテーブルに示された前眼部に結像
している角膜絞り像１４’、瞳絞り像９’及び１５’、水晶体絞り像７’及び８’各々の
内径とを参照比較する。参照比較の結果、瞳孔径が大きく照明光束を遮っていないと判定
された時には、フローはＳ７に移行する。このときの各絞り像、被検眼、及び照明光の状
態は、図６に示したものとなる。なお、この検出された瞳孔領域のサイズ情報に基づいて
被検眼が小瞳孔であるか否かを判定する操作は、制御手段４５において判定手段として機
能するモジュールにより実行される。
【００３８】
　Ｓ７では、撮影光学系のフォーカスレンズ２０を光軸方向に駆動してピント合わせを行
う。眼底への合焦が終了した後、続くＳ８で眼底の撮影を行ってフローは終了（Ｓ９）す
る。
【００３９】
　次にＳ６における参照比較の結果、図７に示されるように被検眼瞳孔Ｅｐが小さく、照
明光束が遮られていると判定された場合について説明する。ここでは、瞳孔Ｅｐの径がΦ
４．２と小さく、眼底を照明する照明光束が虹彩等によって遮られてしまい中心付近を照
明する光束がなくなってしまっていると仮定する。仮にこの状態でアライメント、ピント
合わせを行い、撮影を実行したとすると、得られる画像は図８に例示されるように中心付
近が暗くなった画像になる。
【００４０】
　そこで、フローはＳ１０へ移行する。Ｓ１０において、アライメント目標変更手段４７
は内部固視標２４の提示位置に基づいて、被検者の固視が光学ヘッド部Ｈの光軸よりも左
右の何れに異なり傾いているかを検出する。そして、この検出結果に基づいて、アライメ
ント目標位置をずらす方向の左右を決定する。このずらし方向の決定は、被検眼の固視の
位置に応じてアライメント位置をずらす際のずらし方向を決定する方向決定手段として機
能する制御手段４５におけるモジュールにより実行される。さらにＳ１１において、中心
付近を照明する光束ができるように、図９（本図は左右を上方から見た図になっている。
）に示すようにアライメント終了時のＸ方向の位置をずらすためのずらし量Ｄを決定する
。算出されるアライメント目標位置のずらし量Ｄは眼底中心付近を照明する光束ができる
量でもよいが、照明光束がなくなる位置が撮影範囲から外れるまでずらすことが望ましい
。当該ずらし量Ｄのこのような算出工程は、制御手段４５において算出手段として機能す
るモジュールにより実行され、前述した判定手段の判定結果に応じて開始される。本実施
例において、該算出手段は、虹彩によって遮られる照明光の量を前眼像から検出すること
となり、ずらし量はこの検出結果に基づいて算出される。より詳細には、撮像された前眼
像の瞳孔径を検出し、この検出結果に基づいてずらし量を算出している。なお、この瞳孔
径は、瞳孔領域のサイズ情報の一例であって、虹彩によって遮られる照明光の量を求める
ために参照し得る種々の情報をこれに換えて用いることが可能である。また、瞳孔領域の
検出は、制御手段４５において前眼像の瞳孔領域を検出する検出手段として機能するモジ
ュールにより実行される。
【００４１】
　なお、このずらし量Ｄは瞳孔Ｅｐの径等によってかわってくる。ここで例示している場
合であれば、水晶体絞り像７’及び８’の内径はΦ４．５であるのでずらし量Ｄは少なく
とも０．１５以上が設定されることが好ましく、ここでは例えばＤ＝０．３と設定される
。
【００４２】
　ずらし量Ｄが決定されるとその結果を制御手段４５は受けて、フローはＳ１２に進み、
アライメント目標位置を初期位置からずらし量Ｄだけずらせた第一のアライメント目標に
変更する。その後、フローはＳ２に戻る。以上のＳ６、及びＳ１０～Ｓ１２の工程は、本
実施例においてアライメント位置のアライメント目標位置に対するずらし方向及びずらし
量を求める工程に対応し、当該工程は制御手段４５において方向決定手段として機能する
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モジュール、及び算出手段とする機能するモジュールにより実行される。
【００４３】
　Ｓ２では、変更したアライメント目標位置に対して、光学ヘッドＨのＸＹ方向について
のアライメントを行う。該アライメント終了後、Ｓ３にてＺ方向のアライメント合せを行
う。続くＳ４では、アライメント目標位置が変更されているか否かを再び判定する。今回
はアライメント目標位置が変更されているので、フローはＳ１３へ移行する。
【００４４】
　Ｓ１３ではフォーカスレンズ２０によってピント合わせを行い、続くＳ１４で第一のア
ライメント目標変更位置であるか否かの判定を行う。ここでは、第一のアライメント目標
位置とした場合の眼底撮影であることから、フローはＳ１５へ移行して眼底の撮影が行わ
れる。撮影された眼底画像では、図８に示した画像中の暗い部分は存在していない。しか
し、アライメント位置を左右方向にずらしたために、光学ヘッド部Ｈを移動させた方向と
逆の方向に対応する位置にフレアＦが入った眼底画像になっている。
【００４５】
　撮影後、続くＳ１６において、アライメント目標変更手段４７はＳ１２で決定したずら
し方向とずらし量Ｄに対して、逆方向にアライメント目標位置をずらすこととしてそのず
らし量Ｄ’を算出して制御手段４５に出力する。制御手段４５は、このずらし方向とずら
し量Ｄ’とに基づいて、第二のアライメント目標変更を行い第二のアライメント目標位置
を設定する。Ｓ１６にて第二のアライメント目標変更を行った後、フローはＳ２に戻って
Ｓ１３のピント合わせまで前回と同様の工程を繰り返す。
【００４６】
　続くＳ１４において、再度直前に行われたアライメント操作の目標位置が第一のアライ
メント目標変更位置であったか否かの判定を行う。今回は第一のアライメント目標変更位
置に対するアライメントではないので、フローはＳ１７へ移行する。Ｓ１７では、第二の
アライメント目標変更位置にアライメントを行った状態での眼底の撮影が行わる。ここで
撮影された眼底画像は、図１１に示すように、先ほど得られた図１０に示した画像とは反
対側にフレアＦが入った画像となる。撮影終了後、フローはＳ１８に移行する。
【００４７】
　Ｓ１８では、制御手段４５からの指示に応じ、画像生成手段４８が１回目の撮影で得ら
れた図１０に示す撮影画像と２回目の撮影で得られた図１１に示す撮影画像との２枚の撮
影画像を合成して、図１２に例示したフレアＦの入らない１枚の画像を作成する。ここで
示した例における画像作成に際しては、例えば図１０の画像におけるフレアＦの入ってい
ない左半分と図１１の画像における右半分とを組み合わせることが考えられる。なお、こ
の場合に切り取る方向は、ずらした方向から判定出来る。
【００４８】
　本実施例では、アライメント目標位置変更手段が設定したアライメント目標位置にてＳ
１５において眼底像を得ている。また、該アライメント目標位置変更手段がアライメント
目標位置を設定した際のずらし方向とは逆方向において該ずらし量分だけずらせた新たな
アライメント目標位置にてＳ１７において眼底像を得ている。撮像手段は、少なくともこ
れら眼底像を含む複数枚の眼底像を撮影する。Ｓ１８では、画像生成手段４８が、撮影さ
れた複数の眼底画像から１枚の眼底の画像を生成する。画像作成後、フローはＳ９に移行
して眼底撮影の処理が終了する。
【００４９】
　なお、以上の例ではＳ１０において固視標が固視を左右方向に動かし、アライメントを
左又は右にずらすように提示されていた場合について述べている。しかし、Ｓ１０におい
て固視標が上下方向に関して提示されていた場合にはＳ１１においてずらす方向は上又は
下の方向になり、斜め方向であればその方向についてずらすことになることは言うまでも
ない。
　また、以上のフローは制御手段４５によって自動で行われるが、Ｓ１０においてユーザ
によって以降のステップを実行する小瞳孔モードの実行を指示することとしてよい。或い
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は当該フローが小瞳孔モードを実行するモードであるとしてのその実行をユーザが指示す
る態様としても良い。この場合、該小瞳孔モードの実行の指示を行うボタン等の指示手段
を制御手段４５に配することが好ましい。
【００５０】
　また、本実施例では、水晶体絞り７及び８は被検眼瞳孔径によらず変更していない。し
かし、水晶体絞りの内側の遮蔽部を小さくした絞りを更に備えることとして、瞳孔径が小
さい場合にはまず水晶体絞り７及び８を切り替えたうえで眼底中心付近を照明する光束の
有無を判定し、アライメント位置を変更する構成にしてもよい。この場合、被検眼の水晶
体の後面に像を投影して光学ヘッドＨにおける第一の遮光領域からなるリング状開口を有
す第一の遮光絞りがこれら水晶体絞り７及び８に対応する。これら水晶体絞りは、遮光領
域が第一の遮光領域よりも小さい第二の遮光領域を有する第二の遮光絞りと該第一の遮光
絞りとを切換え可能であって、制御手段４５に含まれて制御されることが好ましい。さら
に、この場合、制御手段４５は、アライメント目標変更手段によるアライメント目標位置
の変更があった場合に、第一の遮光絞りを第二の遮光絞りに変更して、再度アライメント
目標変更手段によるずらし量を算出する制御を行うことが好ましい。これにより、より好
適な眼底像の取得が可能となる。
【００５１】
　ここで、瞳孔径が小さい被検者を通常の大きい遮光絞りで撮影すると、フレアと言われ
る不要光が入ることはない。しかし、前述した通り眼底画像の中心付近が暗くなってしま
う。一方、小さい遮光絞りを用いた場合では中心付近が暗くなることがないが、フレアが
眼底画像の周辺部にはいってしまう。よって、それぞれの画像は良好な画像とは言えない
。
【００５２】
　例えば、瞳孔が小さい被検者の場合に、大きい遮光絞りで撮影した画像と、小さい遮光
絞りで撮影した画像から１枚の画像を合成することで、これに対処することも可能である
。当該構成では、通常の遮光絞りで撮影した画像から周辺部を、小さい遮光絞りで撮影し
た画像から中心部を切出して１枚の良好な眼底画像を得る構成になっている。
【００５３】
　ここで、このような画像中の暗い領域への対応を目的とした構成では、遮光絞りをかえ
て撮影した２枚の画像から１枚の良好な画像を合成することを要する。しかし、遮光絞り
の大きさを変えると各眼底位置を照明する光量が変わる(像面照度比)ので画像の合せ目が
目立たないように複雑な画像処理を行う必要がある。本発明によれば、同じ遮光絞りを用
いて得た複数の画像を合成して１枚の画像を得ることから、合せ目に留意せずとも良好な
画像が得られる。
【実施例２】
【００５４】
　前述した実施例１では、ずらし量Ｄの決定は瞳孔Ｅｐの計測結果に基づいて行った。こ
れに対し、本実施例２では、ずらし量Ｄを観察画像から決定することとしている。即ち、
本実施例において、前述した算出手段は、被検眼の虹彩によって照明光学系の照明光を遮
る量を眼底像から検出し、検出結果に基づいてずらす量を算出している。より詳細には、
該算出手段は、眼底観察撮影光学系で撮像された眼底観察像を解析して暗部の大きさを検
出し、検出結果に基づいてずらす量を算出している。なお、当該暗部は、眼底像における
中央領域における輝度等の画素値の強度情報に基づいて求められる。また、暗部を求める
際の中央領域の検出は、制御手段４５において眼底像の中央領域を検出する検出手段とし
て機能するモジュールにより実行される。
【００５５】
　オートアライメント機能を有した眼底カメラにおいて、眼底を撮像する際の本実施例に
係る動作を、図１４に示すフローチャートに従って説明する。なお、実施例１と重複する
ステップについては図１３と同じ参照番号を付記することとしてここでの説明を省略する
。



(12) JP 2016-185192 A 2016.10.27

10

20

30

40

50

【００５６】
　まず、検者が不図示の撮影開始スイッチを押す（Ｓ１）。
　Ｓ２で、撮影開始スイッチからの信号を受けた制御手段４５は、被検眼Ｅと光学ヘッド
部Ｈとの位置合せを開始する。アライメント目標位置は初期（偏心がない）位置となって
いる。ここでは、アライメント状態検出手段４４は、撮像手段２７により得られた前眼画
像における瞳孔の重心位置から光学ヘッド部Ｈの被検眼Ｅに対するＸＹ方向の偏心量を算
出する。制御手段４５はこの算出結果を受けて、偏心量をキャンセルするようにアライメ
ント駆動手段２９によって光学ヘッド部ＨをＸＹ方向に動かす。
【００５７】
　ＸＹ方向の位置合せが終了して前眼部の表示が図４に例示する状態になると、フローは
Ｓ３に移行する。ここで、アライメント状態検出手段４４は前眼像のスプリット像が示す
ずれの方向から光学ヘッド部Ｈが被検眼Ｅに対してＺ方向において遠近何れにずれており
、且つ該像のずれ量からどの程度のずれであるかを算出する。算出結果は、制御手段４５
に出力される。制御手段４５は、そのずれ量をキャンセルするようにアライメント駆動手
段２９により光学ヘッド部ＨをＺ方向に動かしアライメント動作を完了させる。
【００５８】
　Ｚ方向のアライメント動作が完了すると、フローはＳ１０４に移行する。Ｓ１０４では
これから行う撮影が２回目であるか否かを判定する。
【００５９】
　今回は１回目であるので、フローはＳ１０５へ移行する。Ｓ１０５において、撮像手段
２３で撮像された眼底観察画像を取得し、当該画像は制御手段４５へ出力される。制御手
段４５は、アライメント目標変更手段４７へ該画像を出力する。
【００６０】
　続くＳ１０６では、瞳孔Ｅｐが好適な画像が得られるだけの大きさを有しているか否か
を該画像に基づいて判定する。得られた眼底観察画像において、例えば図８に示す画像中
の暗い部分が存在していなければ瞳孔Ｅｐは十分な大きさを有していると判定できる。こ
の場合、暗い領域は存在していないためフローはＳ１０７に移行する。以上に述べた眼底
像におけるフレア領域の大きさに基づいて被検眼が小瞳孔であるか否かを判定する操作は
、制御手段４５において判定手段として機能するモジュールにより実行される。
【００６１】
　Ｓ１０７では、アライメント目標位置が変更されているか否かについて判定を行う。ア
ライメント目標位置の変更は行われていないためフローはＳ７に移行し、ピント合わせか
ら以降のＳ８の眼底像の撮像、Ｓ９のフローの終了へとフローは進められる。
【００６２】
　一方、瞳孔Ｅｐが小さく、図８に示すような暗い領域が存在する眼底観察画像であった
場合について、Ｓ１０６で行われる判定の処理について説明する。Ｓ１０６において、ア
ライメント目標変更手段４７は、例えば取得された画像の眼底画像領域に検出ウインドウ
を設定し、所定輝度値以下の画素領域を抽出する。その結果、所定輝度値より低い領域が
存在していることが確認されると、画像中に暗い領域が存在するとしてフローはＳ１０へ
移行する。
【００６３】
　Ｓ１０では、実施例１の場合と同様に内部固視標２４の提示位置に基づいてアライメン
ト目標位置をずらす方向左右を決定する。続くＳ１１でも同様に、アライメント終了時に
Ｘ方向のずらす量を決定する。なお、本実施例において、Ｓ１１では予め設定されている
所定量のずらし量Ｄ（例えば０．１ｍｍ）を決定する。ずらし量Ｄが決定されるとその結
果を制御手段４５は受けて、フローはＳ１２に移行する。Ｓ１２では、アライメント目標
位置を、初期位置から決定された方向にずらし量Ｄだけずらせた第一のアライメント目標
に変更する。その後、フローはＳ２に移行する。以上のＳ１０６、及びＳ１０～Ｓ１２の
工程は、本実施例においてアライメント位置のアライメント目標位置に対するずらし方向
及びずらし量を求める工程に対応し、当該工程は制御手段４５において方向決定手段とし
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て機能するモジュール及び算出手段とする機能するモジュールにより実行される。
【００６４】
　Ｓ２では、変更したアライメント目標位置に対して、光学ヘッドＨのＸＹ方向について
のアライメントを行う。該アライメント終了後、Ｓ３にてＺ方向のアライメント合せを行
う。続くＳ１０４では、再度これから行う撮影が２回目であるか否かを判定する。現時点
においてまだ撮影は実行されておらず、これから行う撮影は１回目であるので、フローは
Ｓ１０５へ移行する。
【００６５】
　Ｓ１０５では再度眼底観察画像を取得し、該観察画像に対してＳ１０６の判定を実行す
る。その際に暗い領域がないと判定されれば、フローはＳ１０７へ移行する。これに対し
、Ｓ１０６においてまだ暗い領域があると判定された場合には、フローはＳ１０に移行す
る。そして、Ｓ１０でのアライメント目標位置のずらし方向の決定を経てＳ１１にフロー
は移行し、Ｓ１１にてアライメント目標変更手段４７はさらに前述した所定のずらし量Ｄ
を加えて新たなずらし量とする。
【００６６】
　続くＳ１２にて、制御手段４５は第一のアライメント目標位置を再度変更してフローは
Ｓ２へ戻る。以上の操作を、Ｓ１０６において画像中に暗い領域がなくなったと判定され
るまで繰り返すこととなる。暗い領域が存在しないと判段されるとフローはＳ１０７に移
行する。Ｓ１０７では、これまでの操作においてアライメント目標位置の変更が為されて
いることから、アライメント目標変更がされていると判定して、フローはＳ１３へ移行す
る。
【００６７】
　Ｓ１３ではフォーカスレンズ２０によってピント合わせを行い、続くＳ１４で第一のア
ライメント目標変更位置であるか否かの判定を行う。ここでは、第一のアライメント目標
位置とした場合の眼底撮影であることから、フローはＳ１５へ移行して眼底の撮影が行わ
れる。
【００６８】
　撮影後、続くＳ１６において、アライメント目標変更手段４７はＳ１３で最終的に決定
したずらし方向とずらし量Ｄに対して、逆方向にアライメント目標位置をずらすこととし
てそのずらし量Ｄ’を算出して制御手段４５に出力する。制御手段４５は、このずらし方
向とずらし量Ｄ’とに基づいて、第二のアライメント目標変更を行い第二のアライメント
目標位置を設定する。Ｓ１６にて第二のアライメント目標変更を行った後、フローはＳ２
に戻ってＳ１３のピント合わせまで前回と同様の工程を繰り返す。
【００６９】
　続くＳ１４では、再度直前に行われたアライメント操作の目標位置が第一のアライメン
ト目標変更位置であったか否かの判定を行う。今回は第一のアライメント目標変更位置に
対するアライメントではないので、フローはＳ１７へ移行する。Ｓ１７では、第二のアラ
イメント目標変更位置にアライメントを行った状態での眼底の撮影が行わる。撮影終了後
、フローはＳ１８に移行する。
【００７０】
　Ｓ１８では、制御手段４５からの指示に応じ、画像生成手段４８が１回目の撮影で得ら
れた図１０に示す撮影画像と２回目の撮影で得られた図１１に示す撮影画像との２枚の撮
影画像を合成して、図１２に例示したフレアＦの入らない１枚の画像を作成する。画像作
成後、フローはＳ９に移行して眼底撮影の処理が終了する。
　なお、本実施例では画像合成に際してある方向に対して求めたずらし量分アライメント
目標位置をずらして得た画像と、有る方向とは逆の方向に対してずらして得た画像とを合
成することとしている。しかし合成する画像の数は少なくともこれら条件を含む２枚あれ
ばさらに多くの画像を用いることとしても良い。多くの画像を効果的に用いることによっ
て、より鮮明な画像を得ることが可能となる。従って、画像生成手段は、複数の方向に対
して求めたずらし量によってアライメント目標位置をずらした各々の状態で得られた複数
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枚の眼底像から１枚の眼底の画像を生成すればよい。
【００７１】
　なお、本実施例ではずらし量Ｄは定数になっていて、画像が改善されなければさらにず
らし量を増やすように構成した。しかし、Ｓ１１において所定輝度値より低い領域の面積
を求めて、眼底画像の中心付近に暗い領域がなくなるずらし量Ｄを求めるように構成して
も良い。更に、以上のフローチャートの説明では、モニタに表示される画像に関しての記
載は特に述べてはいない。しかし、アライメント目標位置の変更に際しては、モニタに表
示される眼底画像或いは前眼部像において、十字等の表示形態で示されるアライメント目
標位置の表示位置をずらし量及びずらし方向に基づいて変更する、或いは変更の前後が比
較できるように表示させることが好ましい。更にこのような表示は、制御手段４５におい
て表示制御手段として機能するモジュールによって実行されることが好ましい。
【００７２】
　また、Ｓ２及びＳ３を前眼部の観察像に基づいて行っているが、当該ステップで行う工
程を眼底の観察像によって行うことも可能である。このように構成することによって、前
眼部観察のための光学系を除くことが可能となり、装置製造時における製造コストをより
削減することが可能となる。
【００７３】
　以上に述べた実施例においては、被検者の瞳孔径に応じて常に最適なずらし量とずらし
方向にてアライメント目標位置を設定することが可能となる。従って、一律の変更量とし
た場合に生じ得るずらし量が不足したり、過剰になったりするということなく、適切なア
ライメント位置の修正を行った後に眼底画像を得ることが可能となる。また、同じ光量の
照明光にて照明された状態の像を合成することから、繋ぎ目等に対して複雑な処理を施さ
なくとも、フレアが写り込まず且つ画像の合せ目が目立たない好適な眼底画像を得ること
が可能となる。即ち、小さな遮光絞り及び遮光絞りの切換機構が不要なシンプルな構造か
らなる眼科装置であるにもかかわらず、被検眼の瞳孔径によらず画像中心が暗くなく且つ
つなぎ目の目立たない眼底画像を得ることが可能となる。
【００７４】
　なお、以上述べた実施例において、撮像手段２３及び撮像手段２７は、共に照明された
被検眼を撮像する撮像手段として把握可能である。更に、前述したアライメントずらし方
向及びずらし量を算出する工程を実行する方向決定手段及び算出手段は、これらの撮像手
段の何れかに撮像された被検眼の画像に基づいてアライメント目標位置に対するこれらの
決定及び算出を実行すると把握できる。アライメント目標位置は、アライメント位置に対
して算出されたずれ量とずれ方向とに関する情報を加えることでアライメント目標位置変
更手段は得ている。
【００７５】
　また、以上述べた実施例では、アライメント目標変更手段を設け、被検眼瞳孔によって
照明光学系の照明光を遮る量を眼底像又は前眼像から検出し、アライメント完了位置を上
下又は左右方向にずらす量を算出している。これにより、複数の遮光絞りやこれらを切換
える複雑な機構を配する必要がなくなり、装置製造時のコストがあがることがない。また
、被検眼瞳孔の大きさに適したずらす量を算出するのでどのような瞳孔径の被検眼であっ
ても眼底画像の中心付近が暗くならないで済む。
【００７６】
　また、アライメント目標変更手段が前眼観察光学系で撮像された前眼像から瞳孔径を検
出し、ずらす量を算出していることから、遮光絞りを透過する光束を被検眼虹彩によって
制限される量を容易に計算することが出来る。或いは、眼底像における暗部の大きさによ
って遮光絞りを透過する光束が制限される量を求め、当該量に基づいてずらす量を算出し
ているため、より効果的に暗部の生成を抑制することが可能となる。即ち、当該ずらし量
を用いることによって、眼底像にフレアが生じる可能性を完全になくすことは出来なくと
も、黄斑や視神経乳頭等の重要部位が写っている眼底像の中央付近については、光軸をず
らす前と比較して明るい状態で観察することが可能となる。
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【００７７】
　更に、前述したように、アライメント目標変更手段が眼底観察撮影光学系で撮像された
眼底観察像を解析して検出し、ずらす量を算出することも可能である。このように眼科装
置を構成することにより、前眼部観察光学系が不要となり装置構成が単純化することがで
き、コストを抑えることができる。
【００７８】
　また、被検眼を固視させる固視標を設け、アライメント目標変更手段は該固視標の位置
が光学ヘッド部の光軸より左右方向に異なる場合にはアライメントをずらす方向は左又は
右に、固視標の位置が上下方向に異なる場合にはアライメントを上又は下にずらすことに
している。これにより、光軸と固視位置でつくられる方向と同じ方向にずらすので、異な
る方向にずらす場合と比較して少ないずらし量で済む。
【００７９】
　更に、以上の実施例では、アライメント検出手段及び、アライメント目標変更手段によ
って算出されたずらし量と方向に基づいて光学ヘッド部を駆動し被検眼に対してアライメ
ントを行うアライメント手段を配している。これにより、検者は被検眼瞳孔径が小さい場
合であっても特別なアライメント操作を行うことなく、眼底中心付近が暗くならない眼底
画像を得ることが出来る。
【００８０】
　更に、以上の実施例では、被検眼水晶体後面付近に投影し、光軸周辺に第一の遮光領域
を有するリング状開口をもつ第一の遮光絞りと、該第一の遮光領域よりも小さい第二の遮
光領域を有する第二の遮光絞りとシステムを制御する制御手段を配している。該制御手段
はアライメント目標変更手段による算出結果ずらす必要があった場合に、該第一の遮光絞
りを該第二の遮光絞りに変更して、再度アライメント目標変更手段によるずらし量を算出
する。これにより、被検眼瞳孔径が小さい場合に第二の遮光絞りに切り替えても、まだ瞳
孔径が想定された瞳孔径よりも小さく照明光束がけられて眼底中心付近が暗くなってしま
う場合であっても中心付近が暗くならない画像を得ることが出来る。
【００８１】
　更に、以上の実施例では、アライメント目標位置変更手段が設定したアライメント目標
位置にて得られた眼底像と、アライメント目標位置変更手段がアライメント目標位置を設
定した際のずらし方向とは逆方向にずらし量だけずらせたアライメント目標位置にて得ら
れた眼底像と、を少なくとも含む複数枚の眼底像を撮像手段に撮影させる。そして、撮影
された複数の眼底画像から１枚の眼底の画像を生成する。これにより、眼底中心付近が暗
くなく、且つ周辺部にフレアのない眼底画像を得ることが出来る。
【００８２】
（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００８３】
Ｅ　被検眼、Ｅｐ　瞳孔、Ｆ　フレア、３　撮影絞り、１４　角膜絞り、７　水晶体絞り
、８　水晶体絞り、９　瞳絞り、１５　瞳絞り、２９　アライメント駆動手段、４４　ア
ライメント状態検出手段、４５　制御手段、４６　イメージスプリットプリズムを有する
平板、４７　アライメント目標変更手段、４８　画像生成手段
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